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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS Z 7121 には，次に示す附属書がある。 

附属書（参考）適用事例及び留意事項 
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日本工業規格          JIS 
 Z 7121：2007 
 

プラスチックの循環的利用段階を含む 
ライフサイクルインベントリ調査方法 

Methods of life cycle inventory studies on plastics including recycling stages 
 

序文 循環型社会の形成推進において，プラスチックの循環的利用は重要な課題の一つである。この課題

に対しては，ライフサイクルを通じて環境負荷を低減し，資源及びエネルギーを合理的に使用することが

求められている。このような課題の解決には，ライフサイクルアセスメント（LCA）が手法の一つとして

重要である。 

LCA に対しては，JIS Q 14040，JIS Q 14041，JIS Q 14042 及び JIS Q 14043 が制定されている。これら

の規格は，すべての製品又はサービスを対象としているため，一般的・共通的な内容となっており，特に，

循環的利用の取扱いについては詳述されていない。そこで，この規格は，プラスチックの循環的利用に的

を絞り，JIS Q 14040 シリーズの原則的な要求事項に適合し，かつ，プラスチックの循環的利用の特異性，

固有の事情などに応じた実践的な規格を目的として作成された。この規格は，ライフサイクルを通じた更

なる環境負荷低減及び資源・エネルギーの合理的使用に資するプラスチックの循環的利用の推進に役立つ

ことを意図している。 

なお，この規格の適用範囲は，ライフサイクルインベントリ（LCI）調査であり，ライフサイクル影響

評価（LCIA）については規定していない。これは，プラスチックの循環的利用について，LCIA を実施し

ないということではない。LCIA に対する要求事項は，プラスチックの循環的利用に固有の事項ではない

ので，この規格に含めなかった。この規格に従って，調査の目的及び調査範囲の設定並びに LCI 分析を行

い，その結果を用いて LCIA を行う場合は，JIS Q 14042 を適用する。 

 

1. 適用範囲 この規格は，プラスチックの循環的利用段階を含むライフサイクルインベントリ調査（4.2

参照）の方法について，要求事項及び手順を規定する。 

備考 “循環的利用段階を含む LCI 調査”には，例えば，次のような場合がある（附属書の 2.2 参照）。 

－ 循環的利用段階を含むライフサイクル全体を対象とした LCI 調査（附属書図 1 参照）。 

－ 循環的利用段階に着目し，それ以前及び/又はそれ以降のライフサイクル段階を対象外とした

LCI 調査（附属書図 2 参照）。 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 6900 プラスチック―用語 

JIS Q 14001 環境マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引 

JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言―自己宣言による環境主張（タイプⅡ環境ラベル表示） 

JIS Q 14040 環境マネジメント―ライフサイクルアセスメント―原則及び枠組み 


